
一般廃棄物収集運搬業者（し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥）

に対する処分及び指導に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）、法施行令及び

法施行規則、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

（以下「条例」という。）及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保

持に関する規則（以下「規則」という。）の規定に基づき市長の指定する処理施設（以下「処

理施設」という。）へ廃棄物（一般廃棄物であるし尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ

汚泥に限る。）を搬入する一般廃棄物収集運搬業許可業者（以下「許可業者」という。）に対す

る処分及び指導（以下「処分等」という。）の基準及び手続きを定め、本市の処分等の公平性、

透明性を客観的に高めることを目的とするものである。 

 

（許可条件の具体的内容） 

第２条 許可業者は、処理施設へ搬入する際には、規則第 10条に規定する搬入基準及び処理施

設が定める基準に従って搬入しなければならない。なお、搬入休止日等の指示事項は次のとお

りとする。 

(1) 搬入休止日 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

ウ 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

エ 事前に通知する日 

(2) 搬入時間 午前９時から午後４時まで 

(3) 搬入禁止物 

ア し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥以外のもの 

イ 油脂等処理施設の維持管理上支障をきたすおそれのあるもの 

ウ 土砂、がれき等の異物が混載されており、適正な処理が困難と思われるもの 

２ 規則第16条第２号の規定に基づく規則第10条第４号の市長の指示は、次のとおりとする。 

(1) 未承認車両で搬入しないこと。 

(2) 一般廃棄物（し尿及びし尿を含む汚泥並びにディスポーザ汚泥に限る。以下同じ。）を搬入

するときは、搬入物の種類に応じた本市が発行する投入券（し尿投入券、浄化槽清掃汚泥投

入券、浄化槽法対象外し尿浄化槽清掃汚泥投入券、建築物地下排水処理槽清掃汚泥投入券及

びディスポーザ汚泥処理投入券）を使用すること。 

(3) 本市域外で収集した一般廃棄物を処理施設に搬入しないこと。 

(4) 産業廃棄物を処理施設に搬入しないこと。 

(5) 処理施設で実施する搬入物検査を拒否しないこと。 



(6) 投入券の改ざん及び虚偽記入等の不正使用をしないこと。 

(7) 搬入時には必ず投入許可証を運転席のダッシュボード上に掲げること。 

(8) 最大積載量を上回る廃棄物を積載しないこと。 

(9) 処理施設内では、徐行運転をすること。 

(10) 故障や車検等やむをえない事情により承認車両以外の車両を使用する必要がある場合は、

事前に本市にその旨を届け出て承認を得ること。 

(11) 市民に対しては言葉遣いに注意し、作業は親切丁寧に行い、特に早朝・夜間作業時には騒

音に留意すること。 

(12) 上記に定めるもの以外で、処理施設への搬入に際し、本市職員が指示したことに従うこ

と。 

３ 規則第16条第６号の市長が必要と認める条件は、次のとおりとする。 

(1) 不法、不当な営業活動等を行わないこと。 

(2) 事故やトラブル等は、適切な措置を講ずるとともに、本市に速やかに報告を行うこと。 

(3) 上記に定めるもの以外で、生活環境の保全上本市職員が必要と認め指示したことに従う

こと。 

 

（処分及び指導） 

第３条 法第７条の３及び法第７条の４並びに規則第 24 条の規定に基づく処分等の対象となる

行為（以下「違反行為」という。）は別表１のとおりとする。 

２ 市長は、許可業者により前項の違反行為がなされた場合、別表１の違反区分のうち第１類に

該当する違反行為については、別表２で定める行政処分を実施するものとする。ただし、この

うち処分内容が事業停止となる違反行為については、事案の故意性、反復継続性、生活環境保

全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、事

業停止日数を軽減し、又は違反区分第３類の違反行為とみなすことができるものとする。 

３ 市長は、許可業者により第１項の違反行為がなされた場合、別表１の違反区分のうち第２類

から第５類に該当する違反行為については、別表３で定める、違反区分及び当該違反行為がな

された日の３年前までの間に当該違反区分に属する違反行為を犯した回数に応じた違反点数

を当該許可業者に付す。なお、当該違反行為がなされた日から３年間が経過すれば、当該違反

行為により付された違反点数は消失するものとする。ただし、違反点数にかかわらず第２類違

反は２回目で、第３類違反は３回目で、第４類違反は５回目で、第５類違反にあっては６回目

で許可取消しとする。 

４ 前項の期間の計算にあたっては、当該違反行為がなされた日を算入するものとする。 

５ 市長は、第１項の別表１の違反区分第２類から第５類の違反行為がなされた日の３年前まで

の間に累積した違反点数に応じて、当該許可業者に対し、別表４で定める処分若しくは指導を

行うものとする。 

６ 違反行為が同時に複数の類の区分に該当する場合には、処分等の内容の重い方を適用するも



のとする。 

７ 違反行為を行った許可業者に対しては、承認車両の一部取消し、指示書等による指導を行う。 

 

（指導書の交付） 

第４条 市長は、この要綱の規定に基づく指導において、必要があると認めるときは、当該許可

業者に対し、指導事項を記載した指導書を交付することができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平16．４．１） 

この改正要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平19．４．１） 

１  この改正要綱は、平成19年８月１日から施行する。ただし、第１条及び別紙様式１は平成

19年４月１日からの施行とする。 

２ この改正要綱は施行日以後の違反行為に対して適用し、同日前の違反行為に対する処分及び

指導については、別表でいう回数に算入しない。 

附 則（平21．４．１） 

この改正要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附  則（平23. ４. １） 

この改正要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平 30．４．１） 

（施行日） 

１ この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日前の違反行為に対する処分及び指導については、なお従前の例による。 

  



別表１ 

違反 

 

区分 

 

違反行為 

 

第１類 

(1) 無許可営業                   （法第７条第１項違反） 

(2) 不正手段による営業許可取得           （法第７条第１項違反） 

(3) 一般廃棄物処理基準違反             （法第７条第13項違反） 

(4) 再委託禁止違反                 （法第７条第14項違反） 

(5) 帳簿備付け義務反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反 

（法第７条第15項又は第16項違反） 

(6) 無許可事業範囲変更             （法第７条の２第１項違反） 

(7) 不正手段による事業範囲変更許可取得     （法第７条の２第１項違反） 

(8) 業廃止・変更届出義務違反、虚偽届出     （法第７条の２第３項違反） 

(9) 事業停止命令違反              （法第７条の３第１項該当） 

(10) 法第19条の３第１号に基づく改善命令違反   （法第７条の３第１項該当） 

(11) 他人への違反行為要求、依頼、教唆、幇助     （法第７条の３第１項該当） 

(12) 許可基準不適合               （法第７条の３第２項該当） 

(13) 許可業者の施設又は能力の法第７条第５項第３号不適合 

（法７条の３第２号又は法第７条の４第２項該当） 

(14) 名義貸し禁止違反                 （法第７条の５違反） 

(15) 不法投棄〔未遂含む〕                 （法第16条違反） 

(16) 報告拒否、虚偽報告               （法第18条第１項違反） 

(17) 立入検査拒否・妨害・忌避            （法第19条第１項違反） 

(18) 措置命令違反                （法第19条の４第１項違反） 

(19) 廃棄物処理法若しくは同法に基づく処分に違反（上記を除く） 

（法第７条の３第１号該当） 

第２類 
(1) 未承認車両での搬入             （第２条第１項第１号違反） 

(2) 不法不当な営業                （第２条第３項第１号違反） 

第３類 
(1) 市域外の廃棄物の搬入            （第２条第２項第１号違反） 

(2) 搬入物検査拒否               （第２条第２項第３号違反） 

第４類 

(1) 搬入基準違反                   （第２条第１項違反） 

(2) 産業廃棄物搬入違反             （第２条第２項第２号違反） 

(3) 搬入禁止物投入違反             （第２条第１項第５号違反） 

(4) 投入券の改ざん・虚偽記入使用        （第２条第２項第４号違反） 

(5) 過積載                   （第２条第２項第６号違反） 



第５類 

(1) 投入券記載事項厳守違反           （第２条第２項第４号違反） 

(2) 投入許可証不携行              （第２条第２項第５号違反） 

(3) 処理施設内徐行運転違反           （第２条第２項第７号違反） 

(4) 本市職員指示厳守違反            （第２条第３項第10号違反） 

その他の許可条件違反 

 

別表２ 

違反行為 処分内容 

ア 廃棄物処理法第７条の４第１項第５号 

（「情状が特に重いとき」に相当） 

(1) 無許可営業 

(2) 不正手段による営業許可取得 

(6) 無許可事業範囲変更 

(7) 不正手段による事業範囲変更許可取得 

(9) 事業停止命令違反        

(12) 許可基準不適合 

(13) 許可業者の施設又は能力の法第７条第５項第３号不適合 

(14) 名義貸し禁止違反 

(15) 不法投棄〔未遂含む〕 

(18) 措置命令違反 

(19) 廃棄物処理法若しくは同法に基づく処分に違反（上記を除く） 

許可取消し 

イ 法第７条の３第１号に該当し、「情状が特に重いとき」に相当 

  しない場合 

 

 (1) 無許可営業 

(2) 不正手段による営業許可取得 

(6) 無許可事業範囲変更 

(7) 不正手段による事業範囲変更許可取得 

(9) 事業停止命令違反 

(11) 他人への違反行為要求、依頼、教唆、幇助 

(12) 許可基準不適合 

(13) 許可業者の施設又は能力の法第７条第５項第３号不適合 

(14) 名義貸し禁止違反 

(15) 不法投棄〔未遂含む〕 

(18) 措置命令違反 

(19) 廃棄物処理法若しくは同法に基づく処分に違反（上記を除く） 

事業停止60日以内 



(1) 帳簿備付け義務反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反 

(8) 業廃止・変更届出義務違反、虚偽届出 

(16) 報告拒否、虚偽報告 

(17) 立入検査拒否・妨害・忌避 

事業停止30日以内 

(1) 一般廃棄物処理基準違反 

(12) 許可基準不適合 

改善に必要な期間の

事業停止 

ウ 法第７条の３第２号又は第７条の４第２項（前条第２号の部分に限

る） 

(13) 許可業者の施設又は能力の法第７条第５項第３号不適合 

改善に必要な期間の

事業停止又は許可取

消し（改善が不可能な

場合） 

 

別表３ 

違反区分 

 

違反回数 

 

第２類 

 

第３類 

 

第４類 

 

第５類 

１回目 ３０ １０ ５ ３ 

２回目 許可取消し ３０ １０ ６ 

３回目  許可取消し １５ ９ 

４回目   ２０ １２ 

５回目   許可取消し １５ 

６回目    許可取消し 

 

別表４ 

累積違反点数 処分等の内容 

１から２９ 指示書による改善指導 

３０から４９ 搬入停止１５日 

５０から５９ 搬入停止３０日 

６０以上 許可取消し 

 

 


